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さぽーと倶楽部 とは

　全国の知的障害関係施設・事業所等にご勤務の皆様が安心かつ豊かな生活を送るために、日
本知的障害者福祉協会が皆様の福利厚生の推進を目的として行う事業です。

●会員となる方●
　公益財団法人日本知的障害者福祉協会の会員施設・事業所並びに準会員施設・事業所に勤務
している方、および賛助会員が対象です（さぽーと倶楽部への加入は、施設全員でなくても加
入できます）。

●会費について●
　会費は、お一人様月額 1,000 円です（本制度は自家共済ですので、保険料控除の対象外で
す。なお、配当金等はありません）。

  ●さぽーと倶楽部のしくみ●

株式会社エヌシーアイ

〒１54-0017
東京都世田谷区世田谷4-7-6-3F
TEL 03-3426-7757

株式会社リロクラブ

〒160-0022
東京都新宿区区新宿4-2-18-4F
TEL 03-3226-0244

リゾートライフ(別冊)を参照

エンジョイ(別冊)を参照
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さぽーと倶楽部の事業内容
　　　　　　　　　　　　● 給付事業【弔慰・見舞金　祝金　功労金】
　　　　　　　　　　　　● 保健・保養事業 ライフサポート事業
　　　　　　　　　　　　● 研究・研修推進事業
　　　　　　　　　　　　● 会員になった方が利用できる補償（保障）制度（任意加入）
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15～40歳  41～60歳  61～70歳    内　　　　訳   

後遺
障害

疾病によるもの

傷害によるもの

疾病によるもの

傷害によるもの

傷害または疾病によるもの

業務上（通退勤時含む）の事由に起因する傷害

250万円

500万円

25・250万円

 10～250万円

200万円

400万円

20・200万円

  8～200万円

10,000円

  20,000円

100万円

200万円

10・100万円

  4～100万円

入院

死亡

申請者は「会員弔慰・見舞金事故連絡票」（21ページ）および以下の必要書類

をさぽーと倶楽部あてにＦＡＸにてお送りください。

死亡：「会員弔慰・見舞金事故連絡票」＋①除籍謄本の写し②死亡診断書の写し

後遺障害：「会員弔慰・見舞金事故連絡票」＋①該当する等級を証明する書類

入院見舞金：「会員弔慰・見舞金事故連絡票」＋①入院期間の明記されている診

断書のコピー。※診断書が無い場合、「入院状況申告書」（22ページ）に記入

の上、郵送してください。

弔慰・見舞金について

　会員またはご家族に万が一のことがあった場合、次のとおり弔慰金、見舞金をお支払いいた
します。
●お支払い対象：支払基準については運営要綱（1７ページ）及び会員弔慰・見舞金支給基準（１９ページ）をご参照ください。

会員が死亡、または後遺障害が残ったとき
会員が入院されたとき
配偶者の方がお亡くなりになったとき
お子さまがお亡くなりになったとき

●会員弔慰・見舞金

●家族弔慰金

●申請方法

 内　　訳 金　　額

配偶者死亡弔慰金 100,000円

子供死亡弔慰金 50,000円

※加入日以前の1年間に発病した疾病によるものは一定の要件があります。なお、入院給付金については、連続し
　て5日以上入院した場合に限ります。

※お支払い事由発生以前に6か月以上加入していることが要件となります。

上記お支払い事由が生じたときは、次のとおり申請してください。

会員弔慰・見舞金 家族弔慰金

申請者は、必要書類をさぽーと倶楽部に提出

さぽーと倶楽部にて審査、お支払い

申請者は「家族弔慰金請求書」（23ページ）に必

要事項を記入し、法人（施設）代表者の証明をも

らい、さぽーと倶楽部あてに郵送してください。

さぽーと倶楽部から、申請者へ事故内容に応じ必
要な書類を送付
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会員が功労者表彰を受けたとき※1

※1 知的障害関係施設・事業所の職員として通算20年以上
勤務した方を対象とした本会の「知的障害者福祉事業功労者
表彰」を当該年度受賞されたとき

※お支払い事由発生以前に6か月以上加入していることが
要件となります。 介護福祉士

精神保健福祉士

（2020年度より）

永 年 勤 続 祝 金

　公認心理師
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　会員の皆様は、さぽーと倶楽部に加入と同時に福利厚生サービス「クラブオフ」のスタンダー
ド会員として、様々なサービスがご利用いただけます。
　会員施設・事業所には、サービス内容を掲載したガイドブックとクラブオフカードをお送り
いたします。

　

    
   
　  ●ご利用方法

　ご利用または詳細に
つきましては、別冊の
ガイドブックをご覧下さ
い。
　日本知的障害者福祉
協会のホームページや
スマートフォンからも、
サービスの案内を見る
ことができ、予約もで
きます。

　

　　●お問合せ先（サービスのご利用）さぽーと倶楽部クラブオフアライアンス事務局
                           　　　　　　　　　TEL 0120-981-138　FAX 0120-982-997
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付時間：10:00 〜 18:00）※ 年末年始を除く

▲さぽーと倶楽部ログイン画面

リゾート エンジョイ ライフ
国内外約 200,000 ヶ所の中から
好きなホテル・旅館がお得に宿泊
できます

遊園地やテーマパークやカラオ
ケ・映画館などの身近な娯楽施設
がお得にご利用できます

家事・育児・介護サービスやリラ
クゼーションなど日常生活の中で
役立つメニューがお得にご利用で
きます

公益財団法人日本知的障害者福祉協会

※スマートフォンからもご利用いただけます。 さぽーと倶楽部 検索
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　　加入施設・事業所（法人）を対象に、毎年会員の自己研鑽の一環として、原則全国 9 ケ所
で研修会を実施しています。
　　研修実施施設・事業所（法人）のご希望を踏まえて、研修会への講師派遣のサポートを行
　います。

　●障害福祉サービスの制度と仕組み
　●障害福祉サービス利用者等の権利擁護と人権
　●知的障害の概念及び発生病態の理解
　●自閉症スペクトラム・発達障害のある方への支援
　●職員のメンタルヘルスに役立つアンガーマネジ
　メント

●知的障害児 · 者施設で働くということ
●リスクマネジメントから学ぶ利用者支援と
施設・事業所運営
●地域共生社会の実現へ向けて
●知的障害者の意思決定支援の在り方

■講演テーマ例（2026 年度）

○このほか、任意のテーマを希望していただくことも可能です。

会員互助会運営委員会において
審査・調整

〔申請手続き〕
　毎年、協会会員の所属する法人あてに「
研究・研修推進事業実施計画書」を送付い
たしております。「研究・研修推進事業実施
計画書」に必要事項を記入し、日本知的障
害者福祉協会さぽーと倶楽部あてにFAX
をお送りください。
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　団体総合生活補償 (MS&AD 型）の特徴は、【基本補償】において日常生活のさまざまなケガはもとより、
病気による入院、退院後の通院も補償することです。
　なお、医師の診査は必要なく、健康状況告知書にご記入いただくだけでご加入でき、日帰り入院も補償し
ますので、短い入院でもお役に立ちます。
　さらに、【オプション補償】にて、就業不能となった場合の所得補償、日常生活に起因する賠償責任、携
行品損害等、日常生活をトータルに補償することができ、さまざまなリスクから会員を守るさぽーと倶楽部
オリジナルプランです。
　【基本補償】
　■病気補償 ●病気により入院した場合だけでなく、病気入院後の通院も補償します。
　■傷害補償 ●就業中、レジャー中、国内外を問わず偶然なケガによる損害を幅広く補償します。 
　【オプション補償】
　■賠償責任 ●日常生活において法律上の賠償請求を受けた場合に補償します。
  ●本人だけでなく、家族の賠償責任も補償できます。
　■携行品損害 ●カメラ、衣類、レジャー用品等、携行品の損害を補償します。

（任意）会員になった方が利用できる補償（保障）制度
団体総合生活補償 (MS&AD型）

上記は保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレット「団体総合生活補償（MS&AD 型）」のご案内をご覧ください。

※この制度は、随時ご加入いただくことが可能です。毎月の申込締切日の翌月 1 日から補償開始となります。

　・申込締切日：毎月 15 日

　・補償開始日：申込締切日の翌月 1 日午前 0 時

　・補償終了日：2026 年 8 月 1 日午後 4 時

●補償内容一覧
コ ー ス 補　償　内　容 保 険 金 額

基　　本

オプション

●保険料（月額）
2020年8月1日時点
における満年令

15～19才

基　本

2,740円
2,860円
3,050円
3,220円

オプション

病　気

ケ　ガ

日 常 生 活 賠 償
携 行 品 損 害（ 免 責 金 額 3 , 0 0 0 円 ）

疾病入院保険金日額 5,000円
（注１）
2,500円

1,000万円
5,000円
（注２）
2,500円
1億円

10万円

疾病手術保険金
疾病通院保険金日額
傷害死亡・後遺障害保険金
傷害入院保険金日額

傷害通院保険金日額

20～24才

30～34才
25～29才

35～39才
40～44才

45～49才

基　本

3，550円
3，950円
4，560円
5，570円

オプション

50～54才

60～64才
55～59才

65～69才3,260円
3,290円

7，350円

日常生活賠償 携行品損害

一律
150円

一律
80円

携行品損害

一律
80円

一律
150円

（注１）手術を受けた場合は疾病手術保険金（入院中に受けた手術の場合は疾病入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は疾病入院保険金日額
　　  の５倍）、放射線治療を受けた場合は放射線治療保険金（疾病入院保険金日額の１０倍）をお支払いします。
（注２）手術を受けた場合は傷害手術保険金（入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額
　　  の５倍）をお支払いします。

2020年8月1日時点
における満年齢令

傷害手術保険金

日常生活賠償



9

　●団体総合生活補償 (MS&AD 型）のお問い合せ先
　　株式会社エヌシーアイ  TEL 03-3426-7757 FAX 03-3426-9779　
      〒 154-0017 東京都世田谷区世田谷 4-7-6 セイフピア 3 階
　 〈引受保険会社〉三井住友海上火災保険株式会社 東京北支社 新宿第三支社
　　〒 163-0241 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 41 階 TEL：03-3347-2875
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各種手続きについて
　　　　　　　　　　　　　● 加入申込みについて
　　　　　　　　　　　　　● 会費の払込みについて
　　　　　　　　　　　　　● 会員の異動・変更（退会）について
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　●加入対象
　　公益財団法人日本知的障害者福祉協会の会員施設・事業所並びに準会員施設・事業所に勤務している方
　および賛助会員
　●申込方法

「さぽーと倶楽部加入申込書」（25 ページ）に必要事項をご記入いただき、施設長（理事長）印を押
印のうえ、日本知的障害者福祉協会さぽーと倶楽部あてに郵送してください。

　会費は、お一人様月額 1,000 円です。
　会費は、施設・事業所（法人）一括で預貯金口座から引き落します。口座名義等の指定はあ
りませんが、会員個々の口座からの引き落しは原則としてできません。
　同一施設（法人）で追加でご加入いただく場合、既にご登録いただいている口座より引き落
します。
　 当該月の会費は前月の 6 日に収納会社が預貯金口座から引き落とします。

　会費は毎月 6 日の引き落しとなります。末日までに会費の納入がない場合、翌月より会員の
資格が失われ、給付事業や保健・保養事業などの利用ができなくなりますので、引き落し日前
までに必ず口座に入金しておいていただくようお願いいたします。
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　施設・事業所（法人）あてに毎月初旬に翌々月分の「会費等個人別明細書」を送付しますの
で、異動・変更等がある場合は、「会員異動・変更届」（26 ページ）に必要事項を記入のうえ、
退会する 2 カ月前の 15 日までにＦＡＸまたは郵送にてご連絡ください。

　●氏名の変更
　　「氏名変更届」欄に必要事項をご記入ください。

　●勤務先の異動
「勤務先異動届」欄に必要事項をご記入ください。なお、ご記入の際には必ず転出先の施設（法人）名

及び施設（法人）コードをご記入ください。

　●脱　会
「脱会届」欄に必要事項をご記入ください。退会する場合は 26 ページの「会員異動・変更届」■脱会

届の欄に必要事項を記入の上、退会する月の 2 カ月前の 15 日までにＦＡＸまたは郵送にてお知らせくだ
さい。





　会員互助会各種規程
　　　　　　　　　　　　　　　● 会員互助会設置規程
　　　　　　　　　　　　　　　● 会員互助会運営要綱
　　　　　　　　　　　　　　　● 保健・保養施設の利用について
　　　　　　　　　　　　　　　● 会員弔慰・見舞金支給基準

各種申請書
　　　　　　　　　　　　　　　● 会員弔慰・見舞金事故連絡票
　　　　　　　　　　　　　　　● 入院状況申告書
　　　　　　　　　　　　　　　● 家族弔慰金申請書
　　　　　　　　　　　　　　　● 祝金請求書
　　　　　　　　　　　　　　　● さぽーと倶楽部加入申込書
　　　　　　　　　　　　　　　● 会員異動・変更届
　　　　　　　　　　　　　　　● 施設（法人）・事業所変更届
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会　会員互助会設置規程

 平成１４年４月１日
平成１９年１０月１９日改正

平成２２年３月１６日改正
平成２５年４月１日改正

平成２７年３月１９日改正
（目　　的）
第１条　この規程は、知的障害関係施設・事業所職員の互助共済及び福利厚生を図るため必要な事業を行う公益財団法人日本

知的障害者福祉協会会員互助会（以下「互助会」という。）の設置に関する事項を定めることを目的とする。
（互助会の事業）
第２条　互助会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
 （１）　給付事業　（２）　保健、保養に関する事業　（３）　研究、研修に関する事業
 （４）　物資の購入及び頒布に関する事業　（５）　その他この会の目的達成のため必要とする事業
（互助会員）	
第３条　互助会員とは、公益財団法人日本知的障害者福祉協会の会員又は準会員および賛助会員である知的障害関係施設等に

勤務する職員であって、所定の互助会費を納入するものをいう。
（代表）	
第４条　この会に、代表１名を置く。
　　　２　代表は、公益財団法人日本知的障害者福祉協会の会長とする。
　　　３　代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
（運営委員会）
第５条　互助会の適正な運営を図るため、互助会運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設ける。

２　運営委員会は次の者で構成する。
    委員長　１名、副委員長　１名、委員　９名（委員長、副委員長含む。）
３　運営委員会は、委員長が招集する。
４　運営委員会は、原則として年２回開催する。但し、委員長が必要と認める場合は、この限りではない。
５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
６　委員長は、運営委員会の協議事項及び検討状況等を会長に報告しなければならない。

（委員の委嘱及び任期）
第６条　委員は、公益財団法人日本知的障害者福祉協会地区会会長が、第３条の互助会員の中から推薦し、公益財団法人日本

知的障害者福祉協会会長が委嘱する。
２　委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
３　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、その残任期間とする。
４　委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

（経費の支弁）
第７条　互助会の経費は、互助会費等の収入をもって支弁する。
（会　　計）　	
第８条　互助会の会計は、独立会計とし、その収支ならびに財務内容を明らかにしなければならない。
（予算及び決算）
第９条　互助会の予算は、委員長が事業計画書とともに会長に提出し、毎会計年度開始前に、理事会の承認を得なければならな

い。
第１０条　互助会の決算は、毎会計年度終了後２ヶ月以内に、委員長が事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財

産目録等として会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
（会計年度）
第１１条　互助会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（互助会の事務）
第１２条　互助会の事務は、事務局長が管理し、事務局において処理する。
（運営要綱）
第１３条　この規程に定めるもののほか、互助会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
（規程の変更及び廃止）
第１４条　この規程は、理事会の承認を得なければ、変更又は廃止することができない。
附　　則
１　この規程は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第２条に掲げる事業並びに第４条、第５条については平成１４

年７月１日より実施する。 
２　この規程は、平成２０年４月１日から施行する。
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会　会員互助会運営要綱 平成１４年７月１日
平成１５年１１月１９日改正

平成１６年９月１５日改正
平成２５年４月１日改正

平成２６年 12 月１日改正
平成２７年３月１９日改正

平成２８年３月７日改正
令和２年２月７日改正

（目　　的）
第１条　この要綱は、公益財団法人日本知的障害者福祉協会会員互助会（以下「互助会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めることを目的とする。
（互助会員）
第２条　互助会員になろうとするものは、所定の加入申込書を互助会に提出し、運営委員会委員長（以下「運営委員長」とい

う。）の受理を経て、互助会員となる。
２　互助会員が退会しようとするときは、所定の退会届を運営委員長に提出することとする。
３　互助会員が、当該月の互助会費を前月末日までに納入しない場合は、退会したものとみなす。

（互助会費）
第３条　互助会費は、年１万２千円とし、月毎に１千円を、当該月の前月末日までに納入することとする。

２　互助会費は、施設単位あるいは法人単位で、互助会員数を乗じた金額を一括して納入することとする。
３　一旦納入された互助会費は原則として返金しない。

（給 付 金）
第４条　互助会員が次の事項に該当した場合は、会員弔慰・見舞金、家族弔慰金、祝金、功労金を別表のとおり給付する。
 （１）会員弔慰・見舞金
 　①互助会員が死亡したとき　②互助会員が後遺障害を有したとき　③互助会員が連続して５日以上入院したとき
 （２）家族弔慰金
 　①互助会員の配偶者が死亡したとき　②互助会員の子が死亡したとき
 （３）祝　　金

①互助会員が結婚したとき　②互助会員又はその配偶者が子を出産したとき
③互助会員の子が小学校に入学したとき　④互助会員の子が中学校に入学したとき
�互助会員が社会福祉士、知的障害福祉士、知的障害援助専門員の資格を取得したとき
⑥互助会員が介護福祉士、精神保健福祉士の資格を取得したとき
⑦互助会員が公認心理師の資格を取得したとき
⑧互助会員が当該年度「知的障害者福祉事業功労者表彰」を受賞したとき                     

 （４）功 労 金　互助会員が７１歳に達したとき
２　給付金の対象となる互助会員は、家族弔慰金、祝金においては、加入期間が６ヶ月以上、功労金においては、加入

期間が１０年以上の者とする。但し、会員弔慰・見舞金の支給基準については別に定める。
（給付金の請求）
第５条　互助会員が給付金を受けようとするときは、所定の給付金請求書により、所属する施設長または理事長を通じて、請

求しなければならない。
２　請求は、前条の事由が発生した日の翌日から６ヶ月以内に請求しなければならない。

（給付審査会）
第６条　前条の請求について、疑義が認められる場合は、運営委員長が別に設ける給付審査会により、給付の可否を決定する。

２　給付審査会は、給付の審査にあたり、必要と認める場合は、請求した互助会員に対して、請求事由に係る証拠書類
の提出を求めることができる。

（給付の取消および制限）
第７条　運営委員長は、給付を受けようとする者又は受けた者が、次の事項に該当した場合は、その給付について取り消すか、

給付金の一部または全額を返還させることができる。
（１） 給付の事由が互助会員の故意又は重大な過失によるとき
（２） 給付の事由が互助会員の犯罪行為によるとき
（３） 第三者加害行為により損害賠償を受けたとき
（４） 給付の請求において虚偽の事実があったとき
（５） 互助会員となった日以前の１年間に発病（医師の診断による）した疾病により、３年を経過するまでに給付の

事由が発生したとき
（６） 給付金の請求又は受領において不正の事実があったとき

（保健及び保養施設等の利用）
第８条 　互助会員は、互助会が別に定める保健及び保養施設等を所定の費用で利用することができる。

２　互助会員が保健及び保養施設等を利用しようとするときは、所定の手続により申し込むこととする。
（互助会員資格の取消）
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第９条  　互助会員が次の事項に該当したときは、運営委員長は互助会員の資格を取り消すことができる。
（１）  互助会員が第７条に該当したとき　（２）  互助会員としてふさわしくない行為があったとき

（不服審査会）
第１０条　第９条が適用された者で、その適用に不服のある者は、適用を知った日から３０日以内に運営委員長に、所属する

施設長又は理事長を通じて不服審査の申し立てをすることができる。
２　前条の申し立てがあった場合は、運営委員長が別に設ける不服審査会でそれを審査し、その可否を決定する。
３　運営委員長は、不服審査会の審査結果について、不服申立を行った者に対して、所属する施設長又は理事長を通じ

て通知しなければならない。
附　　則
１　この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。
２　平成１４年７月１日に互助会員となった者で、平成１４年６月３０日現在「日本知的障害者福祉協会グループ生命共済」

の加入者であった者は、その加入期間を第４条２項の加入期間に含むものとする。
３　平成１４年７月１日に互助会員となった者で、平成１４年６月３０日現在「日本知的障害者福祉協会グループ生命共済」

の加入者であった者は、第７条の（５）は適用しない。
附　　則
　　第４条（１）の�については、平成１６年４月１日から施行する。
　　第４条（３）の�については、平成１７年４月１日から施行する。
　　第４条（３）の⑥については、平成２７年４月１日から施行する。
　　第４条（３）の⑦については、平成２８年４月１日から施行する。
　　第４条（３）の⑧については、令和 2 年４月１日から施行する。
別　　表
（１）会員弔慰・見舞金
　①死亡弔慰金

　②後遺障害見舞金

　�入院見舞金（５日以上連続で入院した場合に支給）

（２）家族弔慰金　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）祝　　金

（４）功 労 金
   　 功労金（７１歳に達した者）　 ５０, ０００円

内　　訳 １５〜４０歳 ４１〜６０歳 ６１〜７０歳
疾病によるもの ２５０万円 ２００万円 １００万円
傷害によるもの ５００万円 ４００万円 ２００万円

内　　訳 １５〜４０歳 ４１〜６０歳 ６１〜７０歳
疾病によるもの ２５・２５０万円 ２０・２００万円 １０・１００万円
傷害によるもの １０〜２５０万円 ８〜２００万円 ４〜１００万円

内　　訳 金　　額
配偶者死亡弔慰金 １００, ０００円
子供死亡弔慰金 　５０, ０００円

内　　訳 １５〜 7 ０歳
傷害または疾病によるもの １０，０００円

業務上（通退勤時を含む）の事由に起因する傷害 ２０，０００円

社会福祉士

知的障害福祉士
知的障害援助専門員

１０, ０００円

１０, ０００円
　５, ０００円

１０, ０００円

資格取得
祝金

内　訳

１０, ０００円
１０, ０００円
１０, ０００円

　　金　額
結婚祝金

誕生祝金
小学校
中学校

入学祝金

介護福祉士 １０, ０００円
精神保健福祉士 １０, ０００円

永年勤続祝金 １０, ０００円

公認心理師 １０, ０００円
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会会員互助会　保健・保養施設の利用について

平成１４年 7 月 1 日制定
平成２５年４月１日改正
平成２７年４月１日改正

　  「公益財団法人日本知的障害者福祉協会　会員互助会運営要綱」第８条に定める保健及び保養施設の利用について、次の
とおり定めるものとする。
１． 互助会員は、本互助会が業務委託する株式会社リロクラブの定める保健・保養施設を利用できるものとする。
２． 互助会員は、保健・保養施設を利用しようとするときは、同社の定める申込手続をしなければならない。
３． 互助会員は、保健・保養施設を利用する場合の費用について、同社の定めた支払方法により所定の金額を支払わなけれ

ばならない。
４． 互助会員は、保健・保養施設の利用申込を取消又は変更しようとするときは、同社の定める手続をしなければならない。

また、取消又は変更により費用が発生した場合は、その費用を支払わなければならない。
５． 運営委員長は、互助会員が上記「２．」、「３．」、「４．」を遵守しない場合は、その者の保健、保養施設の利用を停止、

または中止させることができる。
６． 運営委員長は、互助会員が保健、保養施設を利用した際、互助会員としてふさわしくない行為があったときは、その者

に対して以降の保健、保養施設の利用を停止することができるものとする。

公益財団法人日本知的障害者福祉協会会員互助会　会員弔慰・見舞金支給基準
平成１４年 ７ 月 １ 日制定
平成１５年１１月１９日改正
平成２５年  ４  月 １ 日改正
平成２５年１２月２６日改正

１．目　　的
　本基準は、公益財団法人日本知的障害者福祉協会会員互助会（以下「互助会」という）が互助会員に給付する会員弔慰・見
舞金について、必要な基準を定めることを目的とする。
２．疾病死亡
　互助会員が疾病により死亡した場合には、葬祭費用として弔慰金を遺族に次のとおり給付する。

※年齢は、毎年７月１日を基準日とし、基準日における満年齢を適用する。なお、中途加入の会員は加入日時点における
満年齢を適用する。（以下同様とする）

※互助会員となった日以前の１年間に発病（医師の診断による）した疾病においては、３年を経過するまでは給付の対象
から除外する。

３．傷害死亡
　互助会員が傷害（急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいう）または業務上、通勤途上の事由による傷害
により死亡したときは、葬祭費用及び傷害死亡補償として弔慰金を遺族に次のとおり給付する。ただし、業務上、通勤途上の
事由による疾病の認定は、労働者災害補償保険法（以下「労災法」という。）の認定に従う。

※後遺障害見舞金の給付を行った後、後遺障害の原因となった事故の結果として死亡した場合には、弔慰金の給付額から
既に支払った後遺障害見舞金の額を控除した額を給付する。

４．疾病による後遺障害
　互助会員が業務外かつ通勤途上以外の事由による疾病により後遺障害を残した場合には、見舞金を次のとおり給付する。

※後遺障害の等級は、国民年金法施行令ならびに厚生年金保険法施行令第３条の八及び第３条の九の基準によるものとする。
※見舞金の給付は、原則行政官庁等の認定によりおこなうが、『国民年金／厚生年金保険診断書』等の記載内容にもとづき、

互助会の認定でおこなうことがある。※互助会員となった日以前の１年間に発病（医師の診断による）した疾病におい
ては、３年を経過するまでは給付の対象から除外する。

年　齢 １５歳〜４０歳 ４１歳〜６０歳 ６１歳〜７０歳

弔慰金 ２５０万 ２００万 １００万

年　　齢 １５歳〜４０歳 ４１歳〜６０歳 ６１歳〜７０歳

弔慰金
葬祭費用 ２５０万 ２００万 １００万

傷害死亡補償 ２５０万 ２００万 １００万

見
舞
金

障害等級　　　　　　　年　齢 １５歳〜４０歳 ４１歳〜６０歳 ６１歳〜７０歳

１級〜３級まで ２５０万 ２００万 １００万

障害手当金に該当する場合 ２５万 ２０万 １０万
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５．傷害による後遺障害
　互助会員が傷害または業務上、通勤途上の事由による傷害により後遺障害を残した場合には、見舞金を次のとおり給付する。

※後遺障害の等級は労災法施行規則別表１「障害等級表」の基準による。
※見舞金は、行政官庁による労災法による認定を待って給付する。但し、後遺障害の原因が疾病の場合には、互助会は迅

速な補償を行うために上記「障害等級表」の基準に従い等級を認定し給付する。
６．入　　院
　互助会員が疾病または傷害および業務上の事由または通勤に起因して傷害を被ったことにより５日以上連続で入院した場合
には、見舞金を次のとおり給付する。

※互助会員となった日以前の１年間に発病（医師の診断による）した疾病においては、３年を経過するまでは給付の対象
から除外する。

※支払事由となった入院の終了から１年以内の入院については、給付の対象から除外する。
※業務上の認定については、労働災害補償保険法等の運用基準を適用する。

７．給付を行わない場合
　互助会は、次の各項に該当する事由により生じた疾病または傷害の場合には、本基準に定める給付を行わない。

（１）本人の犯罪行為
（２）本人の故意または重大な過失、自殺または闘争行為。但し、自殺または闘争行為が業務上と認定された場合を除く。
（３）本人の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用。
（４）本人の無免許運転または酒酔い運転
（５）頸部症候群（むちうち症）または腰痛で自覚症状しかないもの
（６）戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。
（７）核燃料物質（使用済み燃料を含む）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む）の放

射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故。
（８）第（６）項の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。
（９）第（７）項以外放射線照射または放射能汚染
（１０）妊娠、出産または早産。
（１１）地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらにともなう秩序の混乱

に基づいて生じた事由を含む。（入院見舞金のみに適用）
（１２）性病（入院見舞金のみに適用）
（１３）精神障害（入院見舞金のみに適用）

附　　則
　　この基準の「６. 入院」については、平成１６年４月１日から施行する。

年　　齢 １５〜 7 ０歳
傷害または疾病によるもの １０，０００円

業務上（通退勤時を含む）の事由に起因する傷害 ２０，０００円

見
　
舞
　
金

障害等級　　　　　年　齢 １５歳〜４０歳 ４１歳〜６０歳 ６１歳〜７０歳

１級〜３級まで ２５０万 ２００万 １００万

４級〜６級まで １７５万 １４０万 ７０万

７級〜９級まで ８７. ５万 ７０万 ３５万

１０級〜１２級まで ２５万 ２０万 １０万

１３級〜１４級まで １０万 ８万 ４万
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会
　　　　　　　　　　さぽーと倶楽部

互助会 会員番号

□業務上のケガ  　□それ以外のケガ  　□それ以外の病気
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会さぽーと倶楽部　御中

公財

※本紙は郵送でお送りください。
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会
　　　　　　　　　　 さぽーと倶楽部　御中

互助会 会員番号

※本紙は郵送でお送りください。
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会
　　　　　　　　　　 さぽーと倶楽部　御中

介護福祉士

知的障害福祉士

※社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師は「登録証」の写し、知的障害福祉士・知的障害援助専門員は
　「資格認定証」の写しを同送してください。

精神保健福祉士

永年勤続
　祝金

「知的障害者福祉事業功労者表彰」受賞年月日　 　   　　　   年　　　　 月　　　   日

互助会 会員番号

公認心理師

※本紙は郵送でお送りください。
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会
　　　　　　　　　　 さぽーと倶楽部　御中

公益財団法人日本知的障害者福祉協会さぽーと倶楽部に

※本紙は郵送でお送りください。
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脱 会 日 脱 会 日

月

末日

月

末日

月

末日

月

末日

公益財団法人日本知的障害者福祉協会さぽーと倶楽部

公益財団法人日本知的障害者福祉協会
　　　　　　　　　　 さぽーと倶楽部　御中

互助会 会員番号

互助会 会員番号

互助会 会員番号 互助会 会員番号
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公益財団法人日本知的障害者福祉協会

　　　　　　　　さぽーと倶楽部　御中
連絡日　　　　　　年　　　月　　　日

下記の施設（法人／事業所）が異動・変更いたしますので、通知いたします。

施設（法人）・事業所変更届

変更月日

施設・事業所コード

　　　   　年　　 　月　 　　日 担当者名

施設・事業所名

訂正箇所についてのみ記入してください。

項　目

設置主体

経営主体

施設・事業所名

ふ　り　が　な

施設種別

　　定　員

新 旧

ふ　り　が　な

理事長名
ふ　り　が　な

施設長名

ふ　り　が　な

事務担当者

郵便番号
ふ　り　が　な

電話番号
ＦＡＸ

設置年月日

（注）最近の市町村合併により、住所表示の変更になった施設・事業所で変更届出が未了の場合は、

　　  当用紙に新住所をご記入のうえ、ＦＡＸ下さいますようお願いします。

　　 （ＦＡＸの送り状等は不要です。本紙のみ送信して下さい。）

公益財団法人日本知的障害者福祉協会さぽーと倶楽部　F A X 03-3431-1803

住　所




